
相
談
・
催
し
・
募
集

く
ら
し
・
健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

掲
　
示
　
板

　

毎
日
の
歩
数
の
管
理
に
新
潟
県

の
健
康
ポ
イ
ン
ト
ア
プ
リ
「
グ
ッ

ピ
ー
ヘ
ル
ス
ケ
ア
」
の
利
用
を
お

す
す
め
し
ま
す
。
歩
数
に
応
じ
て

「
に
い
が
た
ヘ
ル
ス
＆
ス
ポ
ー
ツ

マ
イ
レ
ー
ジ
事
業
」
の
ポ
イ
ン
ト

が
付
与
さ
れ
ま
す
。

　

た
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
は
県
内
の

地
域
協
力
店
で
１
０
０
ポ
イ
ン
ト

ご
と
に
特
典
や
サ
ー
ビ
ス
と
交
換

で
き
ま
す
。

　

県
ア
プ
リ
の
詳
細
は
Ｑ
Ｒ
か
ら

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※�

歩
数
計
の
貸
し
出
し
は
終
了
し

ま
し
た

健
康
推
進
課☎７

７
３・６
８
１
１

　

新
潟
県
の
健
康
ポ
イ
ン
ト
ア
プ

リ
「
グ
ッ
ピ
ー
ヘ
ル
ス
ケ
ア
」
の

歩
数
競
争
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
実
施

し
ま
す
。（
途
中
参
加
可
）

　

大
和
・
六
日
町
・
塩
沢
の
３
地

区
チ
ー
ム
に
分
か
れ
て
平
均
歩
数

　

南
魚
沼
市
障
が
い
者
相
談
員
設

置
要
綱
に
基
づ
き
障
が
い
者
相
談

員
を
委
託
し
て
い
ま
す
。

　

悩
み
ご
と
な
ど
、
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。相
談
は
無
料
で
す
。

　

相
談
の
内
容
、
個
人
の
秘
密
は

守
ら
れ
ま
す
。

対�

象　
身
体
障
が
い
、
知
的
障
が

い
の
あ
る
人
と
そ
の
家
族

相�

談
員　
（
委
託
期
間
：
令
和
９

年
３
月
31
日
ま
で
）

・
中
島 

栄
一 

☎
７
７
９・２
４
２
９

・
峠 

太
一　

 

☎
７
８
３・２
６
３
８

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係　

�

☎
７
７
３・６
６
６
７

　

六
日
町
地
域
の
上
町
一
丁
目
三

区
を
担
当
す
る
民
生
委
員
・
児
童

委
員
が
５
月
１
日
付
で
交
代
し
、

新
た
に
委
嘱
を
受
け
ま
し
た
。

氏
名　
今
井 

厚
子
さ
ん

☎
７
８
３・２
４
６
０

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
み

な
さ
ん
の
立
場
で
心
配
ご
と
や
困

り
ご
と
を
解
決
す
る
お
手
伝
い
を

し
ま
す
。

福
祉
課 

福
祉
総
務
係

☎
７
７
３・６
６
６
７

　

５
月
12
日
は
「
民
生
委
員
・
児

童
委
員
の
日
」、
12
日
㈫
～
18
日

㈪
は
「
活
動
強
化
週
間
」
で
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
対
す
る

理
解
を
深
め
、
自
主
的
な
活
動
を

充
実
強
化
す
る
期
間
で
す
。

　

南
魚
沼
市
民
生
委
員
児
童
委
員

協
議
会
で
は
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
ユ

ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
用
し
て
Ｐ
Ｒ
活

動
を
実
施
し
ま
す
。
気
軽
に
お
声

か
け
く
だ
さ
い
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
厚

生
労
働
大
臣
並
び
に
新
潟
県
知
事

よ
り
委
嘱
を
受
け
、
相
談
者
の
立

場
に
立
っ
て
、
心
配
ご
と
や
困
り

ご
と
を
解
決
す
る
お
手
伝
い
を
し

ま
す
。
市
内
で
は
、
１
４
２
人
の

委
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。
安
心

し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

お
住
い
の
地
区
の
民
生
委
員
・

児
童
委
員
は
Ｑ
Ｒ
か
ら
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

福
祉
課 

福
祉
総
務
係

☎
７
７
３・６
６
６
７

　

次
回
の
入
居
者
募
集
は
、
市
報

６
月
号
に
募
集
住
戸
を
掲
載
し
、

６
月
16
日
㈫
か
ら
受
付
を
開
始
し

ま
す
。

※�

入
居
に
関
す
る
相
談
は
随
時
受

け
付
け
て
い
ま
す

福
祉
課 

公
営
住
宅
係

☎
７
７
３・６
６
６
７

　

売
買
な
ど
の
取
引
や
業
務
上
の

証
明
行
為
な
ど
に
使
用
す
る
「
は

か
り
」
は
、
計
量
法
で
２
年
に
１

回
の
定
期
検
査
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
不
適
性
な
は
か
り
を

使
用
す
る
と
、
計
量
法
で
罰
せ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

前
回
検
査
を
受
け
た
人
と
事
業

所
に
、
事
前
調
査
書
を
送
付
し
ま

す
。
必
要
事
項
を
記
入
し
、
産
業

課
へ
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
し
く
事
業
を
始
め
た
人
な

ど
、
事
前
調
査
書
が
届
か
な
い
場

合
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

産
業
課 

産
業
交
流
班　

☎
７
７
３・６
６
６
５

で
競
い
合
い
ま
す
。
景
品
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
県
ア
プ
リ
の
ポ
イ
ン

ト
が
た
ま
り
ま
す
。

期
間　
５
月
４
日
㈪
～
17
日
㈰

対
象　
南
魚
沼
市
民

費�

用　
無
料
（
ア
プ
リ
通
信
料
は

自
己
負
担
）

必
要
な
も
の　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

ア
プ
リ
操
作
手
順

①�

ア
プ
リ
内
上
段
「
新
潟
県
」
タ

ブ
を
タ
ッ
プ

②�「
新
潟
県
企
業
対
抗
歩
数
ラ
ン

キ
ン
グ
」
を
タ
ッ
プ

③「
参
加
す
る
」
を
タ
ッ
プ

④
左
記
の
参
加
コ
ー
ド
を
入
力

参
加
コ
ー
ド

大
和
地
区
チ
ー
ム

　

Ｗ
６
Ｑ
５
１
Ａ

六
日
町
地
区
チ
ー
ム

　

０
Ｈ
７
１
７
４

塩
沢
地
区
チ
ー
ム

　

７
Ｃ
Ｐ
０
３
１

健
康
推
進
課

☎
７
７
３・６
８
１
１（
イ
ベ
ン
ト
）

　
新
潟
県
ス
ポ
ー
ツ
課

☎
０
２
５・２
８
０・５
０
９
１　
　

　
（
ア
プ
リ
）

公
営
住
宅
の
公
募
（
予
定
）

健
康
増
進
に
努
め
ま
し
ょ
う

「
は
か
り
」の
定
期
検
査
を

受
け
ま
し
ょ
う

第
１
回
南
魚
沼
市
内
対
抗
歩
数

競
争
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す

５
月
12
日
は
「
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
日
」

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
委
嘱

障
が
い
者
相
談
員

詳しくは

詳しくは

詳しくは

アプリの
ダウンロード
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